
三岐通運株式会社
環境資源事業部

MRC工場 破砕設備更新に伴う説明会資料
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例（平成20年10月24日三重県条例第41号）
（以下「条例」という。）第23条の規定に基づき住民説明会を開催させて頂きます。



MRC工場

所在地：三重県いなべ市北勢町大字中山111-7

作業員：4名（作業管理者1名 作業員3名）

産業廃棄物取扱品目：廃プラスチック類

（廃タイヤに限る）



処理の流れ（現在）

②選 別
③ローラーコンベヤー
にセット

④切断機に投入

①受 入

⑤カットタイヤ ボイラー燃料と
して再生利用



処理の流れ（更新後）

②選 別 ③コンベアーに投入

④破砕機に搬送

①受 入

⑤タイヤチップ
（2インチ品）

ボイラー燃料と
して再生利用



破砕施設の処理能力について

既存設備 更新設備

大型タイヤ切断機乗用車タイヤ切断機

乗用車用切断機：19.2ｔ/日
大型車用切断機：19.2ｔ/日

2軸破砕機：12.0ｔ/日
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